
令和４年度事業計画 
〔収益事業〕 

１ 産業廃棄物適正処理の推進 
産業廃棄物は、事業活動に伴って生ずるものであり、その処理が適正に行われず、 

また、処理の流れが滞ることは、産業の健全な発展や生活環境などに多大な影響を及 
ぼすことは必至です。 

このような中、産業廃棄物の安心で安全な適正処理及び循環型社会の構築に向けた
３Ｒの推進や地球温暖化対策など、低炭素社会の構築に向けた役割が大きく期待され 

ています。 
このため、依然としてコロナ禍の状況にありますが、次のとおり各種事業に取り組

みます。 
 

⑴  産業廃棄物の適正化、減量化等を積極的に推進するため、知識・技術普及向上の 
研修会等を開催します。 

⑵  優良認定制度の普及促進を図るため情報の提供に努めるほか、関係団体と一層の 
連携強化を図ります。 

⑶  産業廃棄物処理業界の労働災害の低減を図るため、労働災害防止計画を策定し事 
故防止に努めます。 

⑷  産業廃棄物の適正処理に関し情報管理の合理化等を推進するため、マニフェスト 
制度の普及促進を図ります。  

⑸  県や市町村などの関係機関と連携し、県内数地区において適正処理推進のための 
廃棄物不法投棄防止巡回パトロールや不法投棄廃棄物撤去事業などを行います。 

⑹  県や市町村などの関係機関が作成する適正処理のためのパンフレット等を配布し 
啓蒙活動を行います。 

⑺  地震等の災害時に備え、県と締結した「災害時における災害廃棄物の処理等に関 
する協定」に基づき、県、市町村等に緊急支援するために組織体制及び協定の見直 

しを図るなど充実や強化に努めます。 
⑻  産業廃棄物の適正処理に関し、全産連などで開催される研修会等に積極的に参加 

し、新しい各種情報の提供を行うほか、処理業界の底上げとなる振興法案の早期成 
立に向けて積極的に支援協力に努めます。 

 
２ 広報活動 

⑴  会報「産廃みやぎ」（夏・冬の２回）を発行します。 
⑵  宮城県、仙台市や全産連などで策定するパンフレットや各資料等を配布します。  

⑶  法令等改正通知文などの重要文書等を速やかに通知します。 
⑷  本協会のホームページの充実や利活用を図ります。 

 
３  マニフェスト(管理票)の推進 

全ての排出事業者がマニフェスト(管理票)を使用するよう宮城県や仙台市の指導を 
得ながら各種情報を提供して適正処理の推進に努めるほか、電子マニフェストの普及 

促進を図ります。 
 

〔その他事業〕 
１ 許可講習会（オンライン講義と修了試験） 

産業廃棄物処理業の許可申請等に関する以下の講習会をＪＷセンターなどに協力して 
開催します。 

⑴  産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の新規及び更新収集運搬課程講習会 
⑵  産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の新規及び更新処分課程講習会 

⑶  特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 



 
２  組織の強化と組織活動の推進 

〔共益事業〕 

産業廃棄物の適正処理や再生利用等の活動を推進するため、本協会の組織の充実強 

  化を図るとともに、産業廃棄物処理業界のより一層の発展を図り、組織活動を積極的 

に推進するため、次の事業に取り組みます。 

⑴ 会員等の表彰及び候補者の推薦 

産業廃棄物の適正処理又は事業活動を通じて、公衆衛生や環境保全の向上に寄 

与し、又は業界の発展に貢献のあった個人や事業所などに対し、総会などにお 

いて表彰の実施。また、県知事表彰や大臣表彰などの各種表彰に該当者を積極 

的に候補者として推薦します。 

⑵ 委員会及び部会活動のより一層の組織活動の推進 

⑶ 産業廃棄物処理業の人材育成・資質向上のための研修会の実施 

⑷ 労働災害防止計画(令和２年度から３ヶ年計画)の策定と推進 

⑸ 全産連などが開催する各種会議等に積極的な参加や先進的な情報収集 

⑹ 行政庁の許可期限到来日の会員への事前通知 

⑺ 更新講習会の受講の会員への案内等周知 

  ⑻ 青年部会の活動との連携強化 

 ⑼  その他必要な事業 

 

〔支部事業〕 

平成３１年４月１日より本協会の組織の一端を担うことなり、支部運営規程に基 

づき本協会と連携を強化し、地域の実情に即した活動や情報交換などを行うととも 

に、産業廃棄物の適正処理の推進のため、次の事業に取り組みます。 

⑴  各種研修会等の開催 

⑵ 不法投棄防止のための事業 

⑶ 理事会及び総会等の開催 

⑷ 会員の新規加入の促進 

⑸ その他目的達成のための事業 

 

〔管理事業〕 

   本協会の円滑な業務運営の推進及び組織強化のため、次の事業に取り組みます。 

⑴ 総会及び理事会等の開催 

⑵ 会員の新規加入の促進 

⑶ 本協会の活動に必要な事務局の運営 

⑷ 自然災害などへの対応や協力支援 

⑸ その他必要な事業 

 

  



令和４年度（２０２２年度）―事業計画策定に係る基本方針（重点事項）― 

宮城県産業資源循環協会は、産業廃棄物の適正処理を推進し、生活環境の保全及び公衆
衛生の向上を図るとともに、循環型社会の実現と低炭素社会への貢献を推進するため、以

下を活動の基本方針（重点事項）とする。 
 

１ 振興法案の立法化への推進 
産業廃棄物から資源循環を一層推進し、産業廃棄物処理業界の振興を図る上で、振

興法案の立法化が大きく牽引役となることから、その実現のために（公社）全国産業
資源循環連合会及び同政治連盟に支援し協力する。 

 
２ 人材育成の推進 

産業廃棄物の処理に従事する者の技能（能力・知識）を高め、維持することが産業
廃棄物業界の発展の基礎であることから、引き続き、各種の人材育成事業を実施する

とともに他機関実施の研修会等を情報提供する。 
 

３ 労働災害の防止 
産業廃棄物処理業界は他の産業界に比べ労働災害が多く、今後の雇用確保や外国人

技能実習生制度の導入にとって支障となることから、全産連の 2020～2022年度の３ヶ
年にわたる第２次労働災害防止計画を踏まえ、本協会の労働災害防止計画を毎年度策

定し目標の達成に努める。 
なお、コロナ禍による事業縮小及び事業形態の変更に伴う財源縮小から各都道府県

協会に対する交付金や支援金等の減、オンライン講習への変更に伴う許可講習会事務
手数料の大幅な減、紙マニフェストの売上の減などから、令和４年度労働安全衛生大

会関連は、凍結することとするが、労働安全衛生事業の重要性に鑑み、情報収集及び
タイムリーな情報伝達などに重点を置いた活動を行うものとする。 

 
４ 自然災害への対応 

全国で自然災害が多発しており、全産連では「災害廃棄物委員会」を設置し、本協
会における事前の備え及び災害発生後の対応について検討を進めており、本協会とし

ても災害廃棄物の処理を行政機関と連携し、迅速かつ円滑に対応できるよう災害協定
関連の内容の見直しなどを図り、地域社会の貢献に努める。 

 
５ 情報提供 

正会員事業所における人材の育成、安全衛生、技術力の向上、優良認定取得などを支
援するため、本協会の各委員会や部会で必要な活動を行うとともに、その活動成果を

正会員に情報提供を行い、本協会のホームページや広報誌「産廃みやぎ」などを通じ
て産業廃棄物処理業界や一般県民に周知する。 

 
６ その他 

本協会の厳しい財政状況に鑑み、原則、新規事業は凍結し、また、全産連の収支改善
などの影響を最小限にするため、財源の確保や支出経費の節減に努める。 

 
※ 振興法案：産業資源の循環的な利用を促進するための産業廃棄物処理業の振興に関する法律案 

 

 


